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Ⅰ. はじめに - 外国人研究員・研究者、特定外国語教員の分類と在留資格 
１． 外国人研究員、研究者について 
東京外国語大学では、様々な外国人研究員、研究者を受け入れています。受入種別は下の表

のようになります。それぞれの例によって、書類を取り扱う部署、手続き（必要書類）が異

なります。ここでは表Ｉ－１の緑色でハイライトされた本学で雇用しない外国人研究者に

ついてご説明します。 
表Ｉ－１ 外国人研究員･研究者の分類 

分類 説明 例 採用担当部署 受入サポート 期間 

外国人研究員（※） 

アジア・アフリカ 

言語文化研究所 

(AA研/ILCAA)にて 

採用している外国人研究員 

客員教授、客員准教授、 

特別招へい教授など 

研究協力課 

共同研究拠点係 
国際化拠点室 

4 ヶ月以上 

11 ヶ月未満 

特別招へい教員  CAASユニット招致など 
各事業 

担当事務局 

各事業 

担当事務局 
中～長期滞在 

外国人研究者 
本学の教員と共同で研究に

参画する外国人研究者 

日本学術振興会事業 

（外国人招へい研究者・ 

外国人特別研究員など） 

  

  

  

  

  

  

  

  

国際化拠点室 

1 ヶ月以上  

1 年未満 

（更新可） 

主に長期滞在 

総合国際学研究院・ 

国際日本学研究院など： 

科学研究費補助金、寄付金、 

受託研究、民間との共同研究、 

私費等により部局で受け入れる 

共同研究員等 

国際化拠点室 

研究集会等参加者 

本学が企画する学会、 

シンポジウム、セミナー、

講演会等に参加する者 

日本学術振興会による国際研究集

会制度により招へいする二国間共

同セミナー・ 研究集会等参加者 
各事業   

担当事務局 
短期滞在 

学内部局主催の学会やセミナー、    

シンポジウム等 

外国人来訪者 
表敬訪問･視察・ 

調査等のために来訪する者 

国連関係者、駐日大使館関係者、

外国大学からの視察や調査等の目

的により滞在した訪問者など 

学長室又は  

国際化拠点室 短期滞在 

協定締結校からの視察など 国際化拠点室 

※本学が雇用する「外国人研究員」とは、本学の附置研究所、全国共同利用施設等における共同研究などに参画させる

ため、本学が招へいし、1 年未満の契約期間を定めて雇用する外国人の研究員を指します。その雇用期間は 11 ヶ月未満

とし、更新はされません。 
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２． 在留資格と査証（ビザ） 
日本へ入国しようとする外国人は、自国政府から有効な旅券（パスポート）の発給を受

け、その旅券に日本国大使館・総領事館（在外公館）であらかじめ査証（ビザ）を取得し

た上で来日しなければなりません。 
 査証申請は、代理人が日本国内で手続きする制度はなく、申請人（外国人研究者）が在外

公館で直接行わなければなりません。ただし、申請手続きの際に必要となる書類の中には、

本学が発行するものや、本人の代理として本学担当者が関係機関に申請し、発行を受けて本

人へ送らなければならないものがいくつかあります。 
 査証申請の際に必要になる書類は、在留資格によって異なり、その資格は 
「短期滞在」と”それ以外の在留資格” 
に大別されます。 
本学が受け入れる外国人研究者の在留資格は次の表Ｉ－３に示してあります。 
本学と雇用契約を結ばない外国人研究者については、下記表 I－３の１（短期滞在）、２－

B(教授)又は６（文化活動）（及び家族帯同の場合は４も該当）となります。 
 

表Ｉ－３ 外国人研究者によくある在留資格の種類 
 

在留資格 日本で行うことが出来る活動 
1．短期滞在 無報酬でシンポジウム、講演などへ参加する活動（滞在は 90 日以下） 
2．教授 (A)本邦の公的機関と雇用契約を結び、本学において一般的な研究もしくは研究の

指導又は教育をする活動 
2．教授 (B) 日本学術振興会（JPSP）や国際交流基金より滞在費等の支給を受け、雇用契約

は結ばず、本学において一般的な研究をする活動 
3．特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動（特定の分野での教育・研究） 
4．家族滞在 教授、研究、文化活動の在留資格を持つ者の扶養を受ける家族の日常的な活動 
5．研究 本邦の公私の機関と契約を結び、本学以外の機関で活動を行う業務に従事する活動 
6．文化活動 収入を伴わずに本学で研究・教育などを行う活動 

 
※本学で「雇用」する外国人研究員・教員の在留資格は「教授」です。 
※来日する外国人研究者に、どの在留資格が適用されるかわからない場合は、東京入国管理

局の「就労審査部門」(Tel: 0570-034259 )に直接お問い合わせ下さい。上の表は一般的な例

ですが、報酬･契約形態・活動などの諸条件により、在留資格が変わる場合があります。 
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※教授ビザの在留資格認定証明書（CoE：Certificate of Eligibility)発給は約 1 ヵ月ですが、

家族滞在ビザを後から申請する等の場合には約 2 カ月要することがあります。 
 
※CoE の発給日から 3 ヶ月以内に日本に入国する必要があります。 
有効期限を過ぎる場合は、CoE 再発行の申請が必要となります。 

 
関連 HP 
■東京入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/address/03.html 
■在外公館一覧 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 
■外務省 HP  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html 
 
３． 租税条約について 
 租税条約とは、居住地国と源泉地国の両方からの二重課税の回避、また脱税の防止のため、

主権国家の間で締結されている条約です。 
 外国人研究員・教員の居住国と日本との間で租税条約が締結されている場合、国内源泉所

得に対する課税が軽減又は免除される場合があります。その場合、居住国での事前又は事後

の手続き等は国により異なるので、外国人研究者･教員に予め適切な情報収集や手続きを呼

びかける必要があります。 
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Ⅱ. 事務手続きの概要（フローチャート） 
 在留資格による、大まかな事務手続きは以下のようになります。それぞれの項目を確認

して、事務手続きを進めていきましょう。 
 

 
A-Ⅰ 来日前   （シンポジウム等で招へいする場合）                   (P.7 も参照) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ-A シンポジウムなどで招へいする短期滞在

 １． 招へい旅費等の準備 
渡航の目的がワークショップ、シンポジウムなどへの出席、講演、知識の教授

や共同研究など（研究打ち合わせも含む）「人的役務の提供」である場合は、

謝礼の有無にかかわらず、旅費や滞在費に対しても 20.42%の源泉所得税がか

かります。 
但し、以下の場合源泉徴収は不要になるので、いずれかの手続きを行います。 
 
①旅費･滞在費を大学から直接、交通機関・宿泊施設に支払う。 
※学内施設を利用する場合は経費によって直接支払いできないことがあるの

で、会計課に確認すること。 
 
②租税条約を適用する。 
日本国と報酬を受ける者の国が租税条約を締結しており、該当する免税条項が

あり、且つ研究者本人の適用の希望がある場合は、租税条約適用の手続きを行

う。 
注）英･米･仏・豪・蘭・スイス・ニュージーランド等居住者の場合は、渡航前に

本人が母国で入手しなければならない書類（居住者証明書：発行までに 1 ヶ月以

上掛かる場合もあり）があるので、早めに準備をする必要あり。国籍と居住国が

違う場合は、納税している居住国優先で行う。 

 

●国内金融機関に本人口座がない非居住者への支払の場合は下記の方法があり

ます 
①外国送金：会計課で「外国送金依頼書兼告知書」を受取り記入する（旅費計

算締日までのみ受付可）。 
②代理受領(委任払)：受入教員口座に振り込み、現金で本人に渡して貰う。 
※上記の処置を行うことが出来ない場合は、必ず事前に会計課へ要相談。 
 
●シンポジウム等短期滞在での手続きは前もってご相談下さい。 
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２．査証（ビザ）取得が必要な場合（＝謝金が発生する等）は申請用書類手配 
（来日 1 ヶ月前までに本人に送付） 
在留資格認定証明書(CoE)申請書類に必要事項を記入して貰い、申請に必要な証明

書と共に東京入国管理局に、CoE 発行の代理申請を行う。(オンライン申請可)。 
後日郵送、またはオンライン申請の場合はメールで送られてくるので、研究者本人

に送付し、速やかに在外日本公館に行ってビザ申請をして貰う。 
 
*令和５年３月１７日より、在留資格認定証明書を電子メールで受領可能に 

受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、在留資格

認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなります。海外に住む外

国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申

請及び上陸申請を行うことが可能となりました。 

３．宿舎の手配（なるべく早く） 
学内の宿舎が利用可能かどうか学生は留学生課、研究者は国際化拠点室に問い合わ

せ。空きがない場合は、学外のホテルや短期で入れる施設を予約する。 
基本的に国際交流会館の利用は 1 カ月以上滞在の方を対象とし、１カ月未満の方は

ホテルやウィークリーマンションの利用を推奨。 
 

４．必要書類の送付・その他準備 
来日に当たっての必要書類（招へい状、アクセス方法、雇用、東京外国語大学に関す

る案内など）を在留資格認定証明書(CoE)と併せて送付する。 
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A-Ⅱ 来日後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-Ⅲ  帰国 
 
 
 
 
 
A-Ⅳ 帰国後に本学担当部課宛てに郵送して貰うもの 
 
 
 
 
 

１．学内の施設に滞在する場合は、宿舎利用のためカードキーと部屋の鍵を手渡す

（受入教員は事前に国際化拠点室から受け取る）。学外の宿泊施設を利用する場合

は、予約した滞在先の案内をする。 

２．租税条約の手続き（支払い締め前日までに租税条約の届出書を提出する） 
必要書類を準備し、外国人研究者にサインを貰った後に、担当部課に提出する。 
【担当部課】 給与関連：人事労務課給与共済係 旅費・謝金関連：会計課調達経理係 

３．旅費の支給がある場合 
・パスポートの入国スタンプページ及び顔写真ページのコピー（カラー） 
・航空券半券 
・領収書等を担当部課に提出する 

・パスポートの出国スタンプページ及び顔写真ページのコピー（カラー） 
・航空券半券 
 

１．学内の施設に滞在する場合は、宿舎利用のためのカードキーと部屋の鍵の返却 
２．ID カード発行がある場合は返却 

４．学内施設利用がある場合 
・アカウント申請 
・ID カード発行申請 
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B-Ⅰ 来日前   （90 日以下で研究者として受け入れる場合）                                             
教授会での承認後、受入教員はその後の手続きについて国際化拠点室にご来室下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-Ⅱ 来日後 
 
 
 
 
 
 
帰国に関して （B、C 共通）P.13 参照 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ-B 90 日以下の研究活動での短期滞在

 
１． 査証（ビザ）取得のための書類手配は来日予定の 3 ヶ月前に必要。 

※査証免除国を除く（14 ページ参照） 
 

２．宿舎の手配（なるべく早く） 
学内の宿舎が利用可能かどうか研究者は国際化拠点室に問い合わせ。 
空きがない場合は、学外のホテルや短期で入れる施設を予約する。 
基本的に国際交流会館の利用は 1 カ月以上滞在の方を対象とし、１カ月未満の方は

ホテルやウィークリーマンションの利用を推奨。 
 

３．必要書類の送付・その他準備 
来日に当たっての必要書類（アクセス方法、東京外国語大学に関する案内など）を送

付する。※必要な場合は本学から「受入予定証明書」を発行が可能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学内の施設に滞在する場合は、宿舎利用のための書類の記入と、カードキーと部屋の

鍵を手渡す。学外の宿泊施設を利用する場合は、予約した滞在先の案内をする。 
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C-Ⅰ 来日前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ-C 教授ビザまたは文化活動ビザでの短期滞在

 

１． 査証（ビザ）取得のための書類手配 
教授会等の承認を経て採用を決定した後、受入教員より在留資格認定証明書

（CoE）発行申請に必要な書類を研究者本人に案内。 
（※ご不明な点は国際化拠点室へ） 
研究開始日の 3 ヶ月前までに、在留資格認定証明書（CoE）発行申請に必要な書類

を送付して貰い、東京入国管理局に提出する。 
※3 ヶ月前までは国際化拠点室が CoE 発行申請を代理で行う。 
 P.15 参照 

２． 宿舎の手配（招へい状送付後に家族帯同有無を確認） 
●本学国際交流会館内に利用可能な部屋がある可能性有り 
●吉祥寺宿舎については本学雇用ではない研究者は使用不可 
●その他、近隣マンスリーマンションの紹介が可能。 

３．在留資格認定証明書（CoE）等必要書類の送付・その他準備 
●入国管理局から CoE が発行されたら、宿舎情報等、アクセス方法、大学情報、

日本での生活案内（各種言語）を送付する。 
●その他必要な手続きについて、受入教員に案内をする。 

●国際交流会館利用者は、ベッドリネンのレンタル有無を確認して手配する。 
 
*令和５年３月１７日より、在留資格認定証明書を電子メールで受領可能に 

受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、在留資格

認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなります。海外に住む外

国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申

請及び上陸申請を行うことが可能となりました。 
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※家族を帯同される外国人研究者については、受入教員から日本の教育制度について予め

説明をして下さい。 
 
■幼稚園：日本語でコミュニケーションがとれない外国人の受入れが非常に厳しく、年度途

中での編入が難しい上に、数ヶ月の日本滞在だと断られる。前年度からのプレ保育に登録を

していないと入園願書も貰えない場合が多い。入園金約 10～15 万円、月の月謝が 3～5 万

円、制服購入などあり。 
 
■保育園：共働き家庭に限り申し込みが可能だが、通常 0 歳～3 歳はどの市区町村も待機児

童が 100 人前後と困難を極める。外国人教員がひとりで子を連れて来日の場合も、離別･死

別等が無い限りはひとり親とは見なされないので母国で働く伴侶の就労・所得証明書など

の取り寄せが必要。行政を通じずに申し込める認証保育園の場合保育料は月約6～10万円。 
※本学の雇用ではない研究者の場合、本学からの受入証明書は発行可能ですが、雇用証明書、

就労証明書は発行出来ません。 
 
■小学校：公立小学校は外国人受入が可能だが、日本滞在 6 ヶ月以上が原則。 
言語のサポートは応相談。受入教員が学校側との連絡役となって頂く必要あり。 
 
■中学校：義務教育なので受入は可能だが、最低 6 ヶ月以上の日本滞在が条件。制服購入に

約 10 万円。給食や諸雑費として年間 6～10 万円必要。言語サポートがある市区町村もある

が、最低限なので日本語も英語も出来ないお子さんの学習環境は良いとは言えない。 
 
■高等学校：義務教育ではないので公立は受入不可。インターナショナルスクールは英語堪

能なお子さんに限られ、年間平均 200 万～250 万円の学費が必要。 
 
■日本語学校：海外にて高校教育等を修了している場合のみ受入が可能。 
 
■大学：日本の高等教育機関での修学を希望する場合は、家族滞在ではなく留学のビザ取得

が必要です。 
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C-Ⅱ. 来日後 
 
 
 
 
 
 
 
 
※滞在期間が 90 日以上の研究者の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 来日出迎えと宿舎への案内 
・外国人研究者は本学雇用ではないので、受入教員の空港等への出迎えの交通

費は支給対象外。 
 
・来日後、受入教員は外国人研究者に同行し、宿舎に案内をする。不動産契約

等が必要な場合は、受入教員が付き添い、契約や諸費用の説明の補助をする。 
 

２．市役所に行く 
・滞在９０日以上の場合、住民登録をし、世帯全員記載のマイナンバー入り住民票

の写しを２部取得する。 
・在留カードの裏に、市役所職員が日本での住所を記入するので確認する。 
 
□子ども連れの場合、市区町村によって乳幼児(童)医療証が発行されるので、児童

課等必要な部署に申請に行く。 
□義務教育学齢児がいる場合は、学務課にも申請に行き、入学･編入手続きを行う 
□児童手当の支給申請（市区町村により適用年齢が異なる） 
 
※本学と雇用契約を結ばない外国人研究者の場合は、市役所にて国民健康保険及

び国民年金に加入手続きを行う。 

４．施設利用カードの支給 
本学図書館を利用するための施設利用カードを貸し出し。 
※帰国時には要返却 

３．本学でのインターネットアカウントの申請  
・インターネットアカウントとメールアドレス取得申請 
⇒申請後約 1 週間で発行。毎週月曜日締で金曜日発行なので要注意。 
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C-Ⅲ. 帰国に関して （B、C 共通） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．帰国直前の各種手続きに受入教員は同行してください 
・パスポート、在留カードを持って 
－市役所にて転出届 
－国民健康保険の場合は、窓口で最終月分を精算して保険証の返却が可能 
－銀行口座を日本で作った場合はその解約（Debit やクレジットカード機能を利用

していると、次の引き落とし日まで口座解約不可） 
－携帯電話等の契約がある場合は解約 

２．帰国日（又は前日）の手続きに受入教員も立ちあって下さい 
・研究室を使用している場合は、立ち会い確認（清掃済み、私物がない状態） 
・研究室の鍵が貸与されている場合は、その返却 
・宿舎を利用している場合は、鍵の返却及び退去関連の書類への記入 
・施設利用カードの返却 
・国際交流会館の場合は電気･水道の検針と精算（東京都水道局への検針希望日時

の連絡は、受入教員が責任を持って手配して下さい） 
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Ⅲ.ビザ関連 短期滞在の場合に査証不要な国一覧 
  
日本において就労をしない（給与を得ない）こと、日本がその外国人研究者が国民となっ

ている国と査証免除取り決めを結んでいること、が条件になります。 
 これらの国･地域に当てはまる国民で、活動内容が「短期滞在」資格に該当すれば、その

外国人研究者は査証取得が不要です。 
 
表Ⅱ－1 査証免除措置国･地域一覧 (2023 年 8 月現在の情報) 
日本は、以下の表の 69 の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています。 
※国･地域により条件が異なりますので、外務省 HP で最新の情報を確認して下さい： 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【短期滞在で査証が必要な場合】 
外務省 「海外渡航・滞在」より抜粋 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html 

 

 
 

アジア地域 ：インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、韓国、台湾、香港、マカオ 

北米地域 ：米国、カナダ 

中南米地域 ：アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、  

ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ 

大洋州地域 ：オーストラリア、ニュージーランド 

中東地域 ：アラブ首長国連邦、イスラエル、トルコ、カタール 

アフリカ地域 ：チュニジア、モーリシャス、レソト 

ヨーロッパ地域 ：アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、 

キプロス、ギリシャ、クロアチア、 サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、

セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、   

ベルギー、ポーランド、ポルトガル、北マケドニア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、 リヒテンシュタイ

ン、ルーマニア、ルクセンブルク、英国 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/china.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page23_001834.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page23_001835.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/philippine.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page23_002812.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/other_visa.html
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Ⅳ.在留資格申請 国際化拠点室の在留資格認定証明書代理申請サービス  
 
国際化拠点室では、本学が受け入れる外国人研究者の在留資格認定証明書を、各部局担当者

に代わり申請する代行サービスを行っています。採用予定証明書を入手後にご依頼下さい。 
 
※在留資格認定証明書に関わる手続きのみの代行で、在留資格更新手続きの代行は行って

いませんのでご注意下さい。在留資格更新時に必要な、本学からの在職証明書発行の申請の

サポートは致します。 
 
■申請書作成等＆取り次ぎ（来日 3 ヶ月前まで受け付けます） 

在留資格認定証明書交付申請に関する業務を行います。 
・在留資格認定証明書交付申請書作成 
・研究者本人等との連絡（英語のみ） 
・東京入国管理局への代理オンライン申請 
 
【必要書類】 
① 招へい状等採用予定が証明できる書類 
② パスポート（氏名及び顔写真）のコピー 
③ 写真、履歴書、学歴証明書等本申請に必要なもの 
④ （家族帯同の場合）結婚証明書、出生証明書等の原本 
⑤ 上記が英語以外の言語で書かれている場合には、全てに和訳を添付の上、提出して

下さい。 
 
※令和 4 年 3 月より、マイナンバーカードをお持ちの外国人本人、法定代理人、親族（配偶

者、子、父又は母）の方（注）は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで

申請することができます。 
出入国在留管理庁 在留申請のオンライン手続 
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html
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Ⅴ. 社会保障協定 
 

年金や保険料に関しては社会保障協定というものがあります。締結国の出身者については、

「適用証明」という書類を母国で取得し、来日後に国民年金事務所で手続きを行うことで、

日本に滞在している期間の厚生年金等が免除される等の措置が行えます。 
詳しくは： 
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html 
 
※適用証明の発行には３ヶ月以上要する場合があるので、早めに手配する必要があります。 
 
※社会保障協定を適用せずに国民年金を６ヶ月以上支払った場合には、帰国後に「脱退一時

金請求申請」が出来ます。その他例：1 度目の日本滞在が 5 ヶ月、2 度目滞在が 2 ヶ月＝合

計 6 ヶ月以上国民年金に加入して支払った場合も、脱退一時金請求申請が可能です。 
年金手帳を大事に持っておいて下さい。 
 
 
脱退一時金請求申請に関する多言語案内 
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/sonota-kyufu/20150406.html 
（対応言語一覧） 
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語 
フィリピノ（タガログ）語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語 
カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語 
 
 
その他、外国人教員・研究者・研究員受入についてご不明な点は 

 
 

受入サポート関連：国際化拠点室（アゴラ・グローバル 2F） 
intl-service@tufs.ac.jp までお問合せ下さい。 

 

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/sonota-kyufu/20150406.html

